
 

 

の名も、『アンガーマネジメ

ント』。研修に取り入れる企

業も増えているようですが、

どういったものか、ご存じで

すか？ 

 

◆『アンガーマネジメント』

とは 

一般社団法人 日本アンガ

ーマネジメント協会によれ

ば、『アンガーマネジメン

ト』とは、自分自身の「怒り」

を理解してコントロールす

ること。具体的には、自分の

怒りの性質や傾向を知り、一

呼吸置くなどして感情を制

御することです。 

「イライラ」や「怒り」を

爆発させる前に、いったん立

ち止まることで、多くのトラ

ブルは避けることができる

そうです。 

 

◆ビジネスに活かす 

『アンガーマネジメント』 

「怒り」をコントロールで

きるようになると、人間関係

が良好になり、仕事の効率も

上がるなど、「怒り」のプラ

スへの変換、良い循環が生ま

れることが期待できます。 

また、パワハラなどを意識

して叱ることができない上

司や、叱られることに慣れて

いない部下が増えている中

で、コミュニケーション促進

やストレス対策にも役立ち

ます。 

企業において、多くの場面

で“使える”スキルと言える

のではないでしょうか。 

 

1 月の税務と労務の手続

［提出先・納付先］ 
10 日 

○ 源泉徴収税額（※）・住民

税特別徴収税額の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取

得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場

合＞［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業開

始届の提出＜前月以降に

一括有期事業を開始して

いる場合＞［労働基準監

督署］ 

 

3１日 

○ 法定調書＜源泉徴収票・

報酬等支払調書・同合計

表＞の提出［税務署］ 

○ 給与支払報告書の提出＜

1月 1日現在のもの＞［市

区町村］ 

○ 固定資産税の償却資産に

関する申告［市区町村］ 

○ 個人の道府県民税・市町

村民税の納付＜第４期分

＞［郵便局または銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出

＜休業４日未満、10月～

12 月分＞［労働基準監督

署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 労働保険料納付＜延納第

3 期分＞［郵便局または銀

行］ 

○ 外国人雇用状況報告（雇

用保険の被保険者でない

場合）＜雇入れ・離職の

翌月末日＞［公共職業安

定所］ 

 

本年最初の給料の支払を受

ける日の前日まで 

○ 給与所得者の扶養控除等

（移動）申告書の提出［給

与の支払者（所轄税務署）］ 

○ 本年分所得税源泉徴収簿

の書換え［給与の支払者］ 

 

当事務所よりひとこと 

 

○年末年始は、忘年会・新

年会と忙しい時期です。職

場や日頃お世話になった

方、久しぶりの仲間との語

らいは時を忘れます。が、

決してお酒に溺れないよう

健康には留意しましょう。 

○2013 年の総括と 2014 年

の抱負、皆さんはいかがで

すか？新しい 1 年を迎え、

真摯に反省し、なぜできな

かったのかを考え、次に生

かしていきたいものです。

自省をこめて、結局、行動

力につきます。（清） 

 

 

 

 

 

しており、飲酒の効用ととも

に、大きな弊害もあることが

指摘されています。 

 

◆「基本法」制定の意味 

アルコール健康障害対策

基本法推進ネットワーク（通

称：アル法ネット）のホーム

ページよれば、これまで、「未

成年者飲酒禁止法」「酒に酔

って公衆に迷惑をかける行

為の防止等に関する法律」な

ど、飲酒を規制する法律や酩

酊者の保護に関する法律は

ありましたが、アルコール問

題に対する包括的な法律は

なかったそうです。 

今般の基本法の成立によ

り、アルコール健康障害対策

の総合的かつ計画的な推進、

アルコール健康障害を有す

る人に対する支援の充実が

図られることが求められて

います。 

 

◆健康障害の減少に向けて 

アルコールが原因で引き

起こされる健康障害には、

「急性アルコール中毒」、

「肝臓病」、「すい臓病」、

「循環器疾患」、「メタボリ

ックシンドローム」等、様々

なものがあり、アルコール依

存症とうつ病の合併頻度も

高いそうです。 

働き盛りの会社員が仕事

等のストレスから飲酒に走

ってしまうケースも多くあ

り、基本法成立により、上記

のような健康障害が減少す

ることが大いに期待される

ところです。 

 

知っていますか？  

ビジネスを円滑にする

『アンガーマネジメン

ト』 
 

◆注目を集めているスキル 

「やるべきことがあるの

に、イライラして集中できな

い」「上司に理不尽なことを

言われて腹が立った」「怒ら

なくてもよい場面でつい声

を荒げてしまった」「怒りに

任せた行動で信頼を失って

しまった」…… 

職場では、「イライラ」や

「怒り」といった感情にまつ

わる問題が数多くあるもの。

しかし、こうした感情に適切

に対処できなければ、組織内

で不要な軋轢・衝突を引き起

こし、生産性を大きく下げる

結果にもなりかねません。 

そこで最近、そんな負の感

情をマネジメントするスキ

ルが注目を集めています。そ

「アルコール健康障害」

に関する基本法が成立 

 
◆臨時国会で可決・成立 

「特定秘密保護法」が大き

な話題となった臨時国会（会

期：2013 年 10 月 15 日～12

月 8日）でしたが、本国会に

おいて、「アルコール健康障

害対策基本法」という法律が

可決・成立しました。 

この法律は、超党派の「ア

ルコール問題議員連盟」によ

り法案提出がなされたもの

で、この法案成立により、今

後、アルコール健康障害の発

生・進行および再発の防止に

つながることが期待されて

います。 

 

◆飲酒による弊害は？ 

この法律の第１条（目的条

文）では、「酒類が国民の生

活に豊かさと潤いを与える

ものであるとともに、酒類に

関する伝統と文化が国民の

生活に深く浸透している」一

方で、「不適切な飲酒はアル

コール健康障害の原因とな

り、アルコール健康障害は、

本人の健康の問題であるの

みならず、その家族への深刻

な影響や重大な社会問題を

生じさせる危険性が高い」と
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